
〇

〇

発 行 内 閣 府
（原稿作成 国立印刷局）

省

令

法
規
的
告
示

そ
の
他
告
示

目

次

令和年月日 月曜日 第号官 報


〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
三
項
及
び
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
六
十
六
号
）第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
及
び
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日農

林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
及
び
家
畜
伝
染
病
予
防
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
新
石
垣
空
港
」
を
「
石

垣
空
港
」
に
改
め
る
。

一

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省

令
第
七
十
三
号
）
第
六
条
第
三
号

二

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
第
四
十
七
条
の
表
第
四
十

五
条
第
一
号
ハ
の
犬
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
補
助
犬

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬

で
あ
つ
て
、
身
体
障
害
者
が
同
伴
す
る
も
の
及
び
第

四
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
指
定

検
疫
物
で
あ
つ
て
携
帯
品
と
し
て
輸
入
す
る
も
の
の

項
附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
七
十
五
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
七
十
五
号
）
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
し
ょ
う
ゆ
の
日
本
農
林

規
格
（
平
成
十
六
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
三
号
）

（
Ｊ
Ａ
Ｓ

一
七
〇
三
）
を
確
認
し
た
の
で
、
同
法
第
七

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日農

林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
七
十
五
号
）
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ノ
ン
グ
ル
テ
ン
米
粉
の

製
造
工
程
管
理
の
日
本
農
林
規
格
（
令
和
二
年
農
林
水
産

省
告
示
第
二
千
百
二
十
号
）（
Ｊ
Ａ
Ｓ

〇
〇
一
四
）
を
確

認
し
た
の
で
、
同
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日農

林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

〇
法
務
省
告
示
第
百
三
十
五
号

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七

条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
公
証
人
に

電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
。

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

法
務
大
臣

平
口

洋

横
浜
地
方
法
務
局
所
属

宮
地

裕
美

同

園
部

典
生

同

佐
藤

方
生

同

内
藤

正
之

同

峯

俊
之

同

醍
醐

治

同

秋
山

仁
美

同

関

一
穂

同

多
見
谷
寿
郎

同

岩
﨑

吉
明

同

一
木

文
智

同

前
澤

康
彦

同

藤
井

俊
郎

同

飯
塚

宏

同

金
子

直
史

同

市
川

祐
一

同

福
島

弘

同

景
山

太
郎

同

安
藤

範
樹

同

築

雅
子

同

中
嶋

功

同

内
堀

宏
達

同

宮
川

博
行

同

田

克
久

同

中
村

誠

同

馬
場

純
夫

同

石
川
さ
お
り

同

秋
元

豊

同

喜
多

剛
久

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
所
属

髙
瀨

一
嘉

同

永
村

俊
朗

同

金
澤

勝
幸

同

千
葉
雄
一
郎

同

猪
俣

尚
人

〔
省

令
〕

〇
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
及
び
家
畜
伝
染
病

予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
農
林
水
産
五
〇
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
し
ょ
う
ゆ
の
日
本
農
林
規
格
を
確
認
す
る

件
（
農
林
水
産
一
六
七
五
）

〇
ノ
ン
グ
ル
テ
ン
米
粉
の
製
造
工
程
管
理
の

日
本
農
林
規
格
を
確
認
す
る
件

（
同
一
六
七
六
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
公
証
人
法
第
七
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
件
（
法
務
一
三
五
）

〇
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の

交
換
に
関
す
る
件
（
外
務
四
三
〇
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

（
農
林
水
産
一
六
七
七
、
一
六
七
八
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
と
と

も
に
、
直
轄
砂
防
工
事
を
施
行
す
る
件

（
国
土
交
通
一
〇
〇
一
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
同
一
〇
〇
二
〜
一
〇
〇
五
）

〇
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
登

録
講
習
機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
の
件

（
同
一
〇
〇
六
）

〇
通
訳
案
内
士
法
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
事

項
の
変
更
の
件
（
観
光
庁
一
〇
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
二
二
二
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

最
高
裁
判
所

〔
褒

賞
〕

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

東
北
地
方
整
備
局
公
示（
東
北
地
方
整
備
局
）

保
険
業
法
第
二
百
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
関
す
る
件
（
金
融
庁
告
示
配
四
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、免
責
、

再
生
関
係

会
社
そ
の
他


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同

伊
藤

武
志

同

髙

真

同

岩
本

尚
文

同

大
橋

光
典

同

和
田

澄
男

同

大
西

忠
広

同

岩
田

伸
雅

同

田
㞍

克
已

同

成
川

洋
司

同

篠
原

辰
夫

同

松
谷

佳
樹

同

大
宮
由
紀
枝

同

栗
原

正
史

同

小
山

健
治

同

佐
藤

光
代

同

杉
本

秀
敏

同

野
口

忠
彦

同

内
田

俊
彦

同

田
邉

孝
文

同

鈴
木

裕
治

同

若
林
美
賀
子

同

上
野

暁

同

大
手

昭
宏

同

吉
野

通
洋

同

二
宮

信
吾

同

見
目

明
夫

同

森
田

邦
郎

千
葉
地
方
法
務
局
所
属

住
川

洋
英

同

小
川

浩

同

石
山

順
一

２

借
款
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
と
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
借
款
契
約
に
基
づ
い
て
使
用
に
供
さ
れ

る
。
借
款
の
条
件
及
び
借
款
の
使
用
に
関
す
る
手
続
は
、
こ
の
了
解
の
範
囲
内
で
、
特
に
次
の
原
則
を
含
む
こ
と

に
な
る
前
記
の
借
款
契
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。

⒜

償
還
期
間
は
、
十
年
の
据
置
期
間
の
後
二
十
年
と
す
る
。

⒝

年
間
の
利
子
率
は
、
適
用
可
能
な
東
京
タ
ー
ム
物
リ
ス
ク
・
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
で
あ
っ
て
六
箇
月
の
貸
出
し

に
適
用
さ
れ
る
も
の
に
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

⒞

⒝
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
⒝
に
規
定
す
る
利
子
率
が
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
も
低
い
場
合
に
は
、
利
子

率
は
、
年
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

⒟

⒝
及
び
⒞
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
款
の
一
部
が
計
画
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
対
し
て
行
う
支
払
の
た
め

に
使
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
一
部
に
係
る
利
子
率
は
、
年
〇
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

⒠

支
出
期
間
は
、
前
記
の
借
款
契
約
の
発
効
の
日
の
後
十
一
年
と
す
る
。

に
規
定
す
る
借
款
契
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
当
該
借
款
契
約
に
係
る
計
画
の
実
行
可
能
性
（
環
境

及
び
社
会
に
対
す
る
配
慮
を
含
む
。）を
確
認
し
た
後
に
締
結
さ
れ
る
。

⒠
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
支
出
期
間
は
、両
政
府
の
関
係
当
局
の
同
意
を
得
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

借
款
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
の
実
施
機
関
が
調
達
適
格
国
の
供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
対

し
て
将
来
行
う
支
払
で
あ
っ
て
、
計
画
の
実
施
に
必
要
な
生
産
物
又
は
役
務
の
購
入
の
た
め
に
当
該
実
施
機
関
と

当
該
供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
契
約
に
基
づ
く
も
の
を
対

象
と
し
て
使
用
に
供
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
購
入
は
、
当
該
調
達
適
格
国
に
お
い
て
、
当
該
調
達
適
格
国
で
生

産
さ
れ
る
生
産
物
又
は
当
該
調
達
適
格
国
か
ら
供
給
さ
れ
る
役
務
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

に
規
定
す
る
調
達
適
格
国
の
範
囲
は
、
両
政
府
の
関
係
当
局
間
で
合
意
さ
れ
る
。

借
款
の
一
部
は
、
計
画
の
実
施
の
た
め
の
適
格
な
現
地
通
貨
の
需
要
に
充
て
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
は
、
３

に
規
定
す
る
生
産
物
又
は
役
務
が
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
調
達
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
あ
っ
て
、
特
に
、
国
際
競
争
入
札
の
手
続
（
当
該
手
続
が
適
用
で
き
な
い
場
合
又
は
当
該
手
続
を
適
用
す
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
場
合
を
除
き
従
う
べ
き
手
続
）
を
定
め
る
も
の
に
従
っ
て
調
達
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

５

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
は
、
借
款
に
基
づ
い
て
購
入
さ
れ
る
生
産
物
の
海
上
輸
送
及
び
海
上
保
険
に
関
し
、
海
運

会
社
及
び
海
上
保
険
会
社
の
間
の
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
妨
げ
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
制
限
を
課
す
る
こ
と
も

差
し
控
え
る
。

６

３

に
規
定
す
る
生
産
物
又
は
役
務
の
供
給
に
関
連
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
お
い
て
そ
の
役
務
が
必
要
と
さ
れ

る
日
本
国
民
は
、
作
業
の
遂
行
の
た
め
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
へ
の
入
国
及
び
同
国
に
お
け
る
滞
在
に
必
要
な
便
宜
を
与

え
ら
れ
る
。

７

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
は
、
次
の
も
の
を
免
除
す
る
。

⒜

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
つ
い
て
、
借
款
及
び
そ
れ
か
ら
生
ず
る
利
子
に
対
し
て
又
は
そ
れ
ら
に
関
連
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
王

国
に
お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の
財
政
課
徴
金
及
び
租
税

⒝

供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
活
動
す
る
日
本
国
の
会
社
に
つ
い
て
、
借
款
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
生
産
物
又
は
役
務
の
供
給
か
ら
生
ず
る
所
得
に
関
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の

財
政
課
徴
金
及
び
租
税

⒞

供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
活
動
す
る
日
本
国
の
会
社
に
つ
い
て
、
計
画
の
実
施
に
必

要
な
自
己
の
資
材
及
び
設
備
の
輸
入
及
び
再
輸
出
に
関
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の
関
税

及
び
関
連
の
財
政
課
徴
金

⒟

計
画
の
実
施
に
従
事
す
る
日
本
国
民
で
あ
る
被
用
者
に
つ
い
て
、
計
画
の
実
施
の
た
め
供
給
者
、
請
負
業
者
又

は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
活
動
す
る
日
本
国
の
会
社
か
ら
取
得
す
る
個
人
所
得
に
対
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に

お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の
財
政
課
徴
金
及
び
租
税

⒠

供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
活
動
す
る
日
本
国
の
会
社
に
つ
い
て
、
借
款
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
生
産
物
又
は
役
務
の
購
入
に
関
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の
付
加
価
値
税

８

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
は
、
次
の
こ
と
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

⒜

借
款
が
適
正
に
、
か
つ
、
専
ら
計
画
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
及
び
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確

保
す
る
こ
と
。

⒝

借
款
に
基
づ
く
施
設
の
建
設
及
び
当
該
施
設
の
使
用
に
当
た
り
、
計
画
の
実
施
に
従
事
す
る
者
及
び
カ
ン
ボ
ジ

ア
王
国
の
一
般
公
衆
の
安
全
を
確
保
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

⒞

借
款
に
基
づ
い
て
建
設
さ
れ
る
施
設
が
こ
の
了
解
に
定
め
る
目
的
の
た
め
に
適
正
か
つ
効
果
的
に
維
持
さ
れ
、

及
び
使
用
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
ず
、
及
び
他
の
融
資
の
担
保
と
し
て
使
用
さ
れ
な
い
こ
と

を
確
保
す
る
こ
と
。

９

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
は
、
要
請
に
応
じ
、
日
本
国
政
府
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
次
の
も
の
を
提
供
す
る
。

⒜

計
画
の
実
施
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
及
び
資
料

⒝

計
画
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
情
報

10

両
政
府
は
、
こ
の
了
解
か
ら
又
は
こ
の
了
解
に
関
連
し
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
相
互

に
協
議
す
る
。

11

付
表
は
、
こ
の
書
簡
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
三
十
号

令
和
七
年
十
月
八
日
に
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
、
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
次
の
書
簡
の
交
換
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
と

の
間
に
行
わ
れ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
の
経
済
の
安
定
及
び
開
発
努
力
を
促
進
す
る
た
め

に
供
与
さ
れ
る
日
本
国
の
借
款
に
関
し
て
日
本
国
政
府
の
代
表
者
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
の
代
表
者
と
の
間
で
最
近

到
達
し
た
次
の
了
解
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

四
百
四
十
四
億
三
千
七
百
万
円
（
四
四
、
四
三
七
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
額
ま
で
の
円
貨
に
よ
る
借
款
（
以

下
「
借
款
」
と
い
う
。）が
、
こ
の
書
簡
の
付
表
（
以
下
「
付
表
」
と
い
う
。）に
掲
げ
る
事
業
計
画
（
以
下
「
計
画
」

と
い
う
。）を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
各
事
業
計
画
に
つ
き
付
表
に
定
め
る
配
分
に
応
じ
、
独
立
行
政
法
人

国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
」
と
い
う
。）に
よ
り
、
日
本
国
の
関
係
法
令
に
従
っ
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政

府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。





点
北
緯

東
経

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

宮
目
木
川

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
葛
八
重
、
北
平
及

野
々
脇
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら

十
五
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
十
五
点
と
十
六
点

を
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
野
々
脇
七
三
三
番
三

四
と
七
三
三
番
二
四
の
境
界
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、

十
六
点
か
ら
二
十
四
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
二

十
四
点
と
二
十
五
点
を
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字

北
平
九
〇
七
番
七
と
九
〇
七
番
三
の
境
界
に
沿
っ
て

結
ん
だ
線
、
二
十
五
点
か
ら
三
十
一
点
ま
で
を
順
次

結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
三
十
一
点
を
結
ん
だ
線
で
囲

ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
告
示

第
千
七
百
九
十
一
号
で
指
定
し
た
同
号
九
四
に
掲
げ

る
土
地
の
区
域
を
除
く
）

１
32
21
508310

130
51
330183

２
32
21
508890

130
51
336879

３
32
21
508203

130
51
340654

４
32
21
502347

130
51
367041

５
32
21
500769

130
51
391277

６
32
21
500175

130
51
400365

７
32
21
501344

130
51
409030

８
32
21
502921

130
51
413051

９
32
21
512157

130
51
431714

10
32
21
522166

130
51
443843

11
32
21
525603

130
51
452393

12
32
21
579345

130
51
483485

13
32
21
576232

130
51
496217

14
32
21
574902

130
51
501297

15
32
21
565913

130
51
498175

16
32
21
546984

130
51
493576

17
32
21
530404

130
51
496802

18
32
21
517742

130
51
491309

19
32
21
515059

130
51
489229

20
32
21
497372

130
51
472128

21
32
21
481511

130
51
434644

22
32
21
500848

130
51
419174

23
32
21
497417

130
51
407420

24
32
21
497915

130
51
389387

25
32
21
499472

130
51
372818

26
32
21
500313

130
51
365496

27
32
21
501479

130
51
358031

28
32
21
506412

130
51
339889

29
32
21
507130

130
51
336038

30
32
21
506456

130
51
331037

31
32
21
506708

130
51
330431

点
北
緯

東
経

ロ

熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
野
々
脇
の
区
域
内
の

土
地
の
う
ち
、
次
の
三
十
二
点
か
ら
三
十
六
点
ま
で

を
順
次
結
ん
だ
線
、
三
十
六
点
と
三
十
七
点
を
熊
本

県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
野
々
脇
七
三
三
番
三
〇
と
七

三
三
番
二
九
の
境
界
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
三
十
七

点
と
三
十
八
点
を
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
野
々

脇
七
三
三
番
三
〇
と
七
一
九
番
一
と
七
一
九
番
九
の

境
界
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
三
十
八
点
か
ら
四
十
九

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
三
十
二
点
か
ら
四
十

九
点
ま
で
を
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百

九
十
一
号
で
指
定
し
た
同
号
九
四
に
掲
げ
る
土
地
の

境
界
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区

域

32
32
21
467632

130
51
378512

33
32
21
464240

130
51
373122

34
32
21
462305

130
51
373684

35
32
21
459158

130
51
368751

36
32
21
456852

130
51
360150

令和年月日 月曜日 第号官 報

本
使
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
さ
れ
る
閣
下
の
返
簡
が

両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
十
月
八
日
に
プ
ノ
ン
ペ
ン
で

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

植
野
篤
志

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国

副
首
相
兼
外
務
国
際
協
力
大
臣

プ
ラ
ッ
ク
・
ソ
コ
ン
閣
下

付
表

（
限

度

額
）

１

ニ
ロ
ー
ト
上
水
道
拡
張
計
画
（
第
一
期
）

二
百
十
五
億
二
千
六
百
万
円

２

プ
ノ
ン
ペ
ン
首
都
圏
送
配
電
網
拡
張
整
備
計
画
（
フ
ェ
ー
ズ
３
）（
第
一
期
）

二
百
二
十
九
億
千
百
万
円

総

額

四
百
四
十
四
億
三
千
七
百
万
円

（
カ
ン
ボ
ジ
ア
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光

栄
を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
大
臣
は
、
更
に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び

こ
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と

に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
十
月
八
日
に
プ
ノ
ン
ペ
ン
で

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国

副
首
相
兼
外
務
国
際
協
力
大
臣

プ
ラ
ッ
ク
・
ソ
コ
ン

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

植
野
篤
志
閣
下

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
七
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日農

林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

秋
田
県
湯
沢
市

（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
秋
田
県
庁
及

び
湯
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
七
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日農

林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
海
道
登
別

市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
海
道
登
別

市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
北
海
道
庁
及

び
登
別
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
一
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
と

と
も
に
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土

地
に
お
い
て
、
令
和
七
年
度
か
ら
砂
防
設
備
工
事
を
施
行

す
る
の
で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三

百
八
十
二
号
）
第
一
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日国

土
交
通
大
臣

金
子

恭
之





37 3221459134 13051323932

38 3221440075 13051269920

39 3221443272 13051260915

40 3221449774 13051255937

41 3221444679 13051239355

42 3221442279 13051229362

43 3221444443 13051217534

44 3221444920 13051202292

45 3221447292 13051187241

46 3221452123 13051175605

47 3221454232 13051168233

48 3221457013 13051161245

49 3221458746 13051156614

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

向 島 谷 川 左 支 渓

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

和 歌 山 県 有 田 郡 湯 浅 町 大 字 湯 浅 の 区 域 内 の 土

地 の う ち 、 次 の 一 点 と 二 点 を 令 和 二 年 国 土 交 通

省 告 示 第 千 五 百 八 十 三 号 で 指 定 し た 土 地 の 境 界

線 に 沿 っ て 結 ん だ 線 、 二 点 か ら 二 十 一 点 ま で を

順 次 結 ん だ 線 及 び 一 点 と 二 十 一 点 を 結 ん だ 線 に

囲 ま れ た 土 地 の 区 域

１ 3402261973 13510330151

２ 3402314797 13510313246

３ 3402311625 13510323565

４ 3402311462 13510329875

５ 3402311684 13510339067

６ 3402304197 13510343561

７ 3402298486 13510346993

８ 3402284437 13510351474

９ 3402278930 13510352647

10 3402274293 13510350091

11 3402272311 13510348924

12 3402270188 13510348111

13 3402269660 13510346293

14 3402269435 13510343486

15 3402265613 13510338951

16 3402263308 13510336239

17 3402263744 13510334296

18 3402264043 13510332285

19 3402262336 13510331788

20 3402262205 13510331713

21 3402261984 13510330317

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

西 峇 清 小 川

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

山 口 県 岩 国 市 由 宇 町 の 区 域 内 の 土 地 の う ち 、

次 の 一 点 か ら 十 三 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 一

点 と 十 三 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

１ 3402071203 13209592685

２ 3402076346 13209579441

３ 3402069548 13209567268

４ 3402077093 13209552867

５ 3402092358 13209556253

６ 3402097039 13209565026

７ 3402098614 13209574794

８ 3402097719 13209583398

９ 3402104321 13209584599

10 3402111713 13209594020

11 3402105461 13210007077

12 3402092911 13210007843

13 3402072038 13210001921

一 代 表 者 の 変 更

変 更 前 中 野 孝 仁

変 更 後 上 田 來

二 変 更 の 年 月 日 令 和 七 年 八 月 二 十 五 日

令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報
〇 国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 一 月 十 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 千 三 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 一 月 十 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 千 四 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 一 月 十 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

東 長 沢 原 沢

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

次 に 掲 げ る 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 十 三 号

ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 十 三 号 を 結

ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

新 潟 県 妙 高 市 大 字 長 沢

字 倉 下 一 五 二 六 番 一 一 号

一 五 二 六 番 二 二 号

一 五 二 七 番 一 七 号

一 五 二 八 番 八 号

一 五 三 七 番 九 号 、 十 二 号 及 び 十

三 号

一 五 二 二 番 十 号

一 五 三 〇 番 十 一 号

字 水 ナ シ 一 六 六 一 番 三 号 及 び 四 号

一 六 三 八 番 五 号

一 六 五 一 番 子 六 号

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 千 五 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 一 月 十 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

沢 入

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

次 に 掲 げ る 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 三 十 二

号 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 三 十 二 号

を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

新 潟 県 柏 崎 市 大 字 佐 水

字 前 山 二 七 二 八 番 一 号 及 び 二 号

二 七 二 八 番

地 先 道 路 敷

三 十 二 号

二 七 二 七 番 三 号

二 七 二 五 番 四 号

二 七 二 四 番 五 号

二 七 二 三 番 一 六 号

二 六 六 四 番 七 号 及 び 八 号

二 六 五 七 番 一 九 号

二 六 五 四 番 十 号

字 ス グ 坂 二 四 八 九 番 十 一 号 及 び 十 二 号

二 四 九 〇 番 十 三 号

二 四 九 一 番 十 四 号

二 六 二 七 番

地 先 道 路 敷

十 五 号

二 六 二 七 番 十 六 号

二 六 三 五 番 十 七 号

二 六 三 二 番 十 八 号

二 六 三 一 番 十 九 号 か ら 二 十 五 号

ま で 及 び 二 十 九 号 か

ら 三 十 一 号 ま で

二 六 三 〇 番 二 十 六 号 か ら 二 十 八

号 ま で

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 千 六 号

宅 地 建 物 取 引 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 七 十 六 号 ） 第 十 七 条 の 八 の 規 定 に 基 づ き 、 同 法 第 十 六 条

第 三 項 に 規 定 す る 登 録 講 習 機 関 で あ る 株 式 会 社 住 宅 新 報 か ら 代 表 者 を 変 更 す る 届 出 が あ っ た の で 、 同

法 第 十 七 条 の 十 八 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 公 示 す る 。

令 和 七 年 十 一 月 十 日 国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之





一

研
修
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

変
更
前

東
京
都
港
区
芝
公
園
三
の
五
の
八

機
械
振
興
会
館
本
館
Ｂ
百
九

変
更
後

東
京
都
港
区
芝
公
園
三
の
五
の
八

機
械
振
興
会
館
本
館
Ｂ
二
〇
八

二

変
更
の
年
月
日

令
和
七
年
二
月
九
日

国
会
事
項

人
事
異
動

令和年月日 月曜日 第号官 報

衆

議

院

質
問
書
提
出

十
一
月
六
日
議
員
か
ら
提
出
し
た
質
問
主
意
書
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

旧
統
一
教
会
の
政
治
的
関
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
大
西
健
介
提
出
）

部
落
差
別
の
実
態
に
係
る
調
査
と
今
後
の
施
策
に
関
す

る
質
問
主
意
書
（

幡
愛
提
出
）

原
状
回
復
費
用
を
積
み
立
て
な
い
太
陽
光
発
電
事
業
者

に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
島
田
洋
一
提
出
）

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
係
る
慰
謝
料
等
の
国
際
比
較
及
び
制
度
的
課
題

に
関
す
る
質
問
主
意
書
（

幡
愛
提
出
）

土
壌
医
の
位
置
付
け
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（

幡
愛

提
出
）

Ａ
Ｖ
新
法
に
必
要
な
見
直
し
の
着
手
に
関
す
る
質
問
主

意
書
（

幡
愛
提
出
）

〇
観
光
庁
告
示
第
十
号

通
訳
案
内
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本

文
化
体
験
交
流
塾
（
登
録
研
修
機
関
第
六
号
）
か
ら
研
修
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

観
光
庁
長
官

村
田

茂
樹

〇
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
二
十
二
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

関
東
地
方
整
備
局
長

橋
本

雅
道

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

二

十

号

茅
野
市
宮
川
字
素
麵
畑
四
四
五
三
番
一
地
先
か
ら
同
市
宮
川
字
下

河
原
四
三
九
九
番
七
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部

分
の
み
。）

関
東
地
方
整
備
局
及
び
同
局
長

野
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
一
月
十
日

内

閣

森

美
樹
夫

笠
原

謙
一

横
田

賢
司

齊
藤

純

三
上

明
輝

田
島

浩
志

清
水

享

野
口

泰

内
田

浩
行

特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

判
事

伊
藤

雅
人

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る
（
以
上
十
一
月
五
日
）

内

閣

府

総
務
大
臣

林

芳
正

法
務
大
臣

平
口

洋

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

環
境
大
臣

石
原

宏
高

防
衛
大
臣

小
泉
進
次
郎

内
閣
官
房
長
官

木
原

稔

デ
ジ
タ
ル
大
臣

松
本

尚

復
興
大
臣

牧
野

京
夫

（
牧
野
た
か
お
）

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

黄
川
田
仁
志

同

城
内

実

同

小
野
田
紀
美

中
央
防
災
会
議
委
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）

総
務
大
臣

林

芳
正

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

防
衛
大
臣

小
泉
進
次
郎

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

赤
間

二
郎

（
あ
か
ま
二
郎
）

国
際
平
和
協
力
本
部
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）（
以
上
十
月

二
十
一
日
）

総
務
大
臣

林

芳
正

法
務
大
臣

平
口

洋

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

防
衛
大
臣

小
泉
進
次
郎

内
閣
官
房
長
官

木
原

稔

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

赤
間

二
郎

(

あ
か
ま
二
郎)

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

黄
川
田
仁
志

同

城
内

実

同

小
野
田
紀
美

公
害
対
策
会
議
委
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）（
十
月
二
十
八

日
）

復
興
大
臣

牧
野

京
夫

（
牧
野
た
か
お
）

農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
本
部
員
に
任
命
す
る
（
十
月
二

十
九
日
）総

務
大
臣

林

芳
正

法
務
大
臣

平
口

洋

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

防
衛
大
臣

小
泉
進
次
郎

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

片
山
さ
つ
き

同

黄
川
田
仁
志

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
委
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）（
十

一
月
五
日
）

総
務
大
臣

林

芳
正

法
務
大
臣

平
口

洋

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

財
務
大
臣

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

片
山
さ
つ
き

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

赤
澤

亮
正

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

環
境
大
臣

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

石
原

宏
高

防
衛
大
臣

小
泉
進
次
郎

内
閣
官
房
長
官

木
原

稔

デ
ジ
タ
ル
大
臣

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

松
本

尚

復
興
大
臣

牧
野

京
夫

（
牧
野
た
か
お
）

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

赤
間

二
郎

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

（
あ
か
ま
二
郎
）

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

黄
川
田
仁
志

同

城
内

実

同

小
野
田
紀
美

高
齢
社
会
対
策
会
議
委
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）（
十
一
月

六
日
）

最
高
裁
判
所

簡
易
裁
判
所
判
事

松
藤

和
博

熊
本
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

熊
本
簡
易
裁
判
所
判
事

梅
崎

聖
博

福
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る
（
以
上
十
月
三
十
日
）

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
・
東
京
簡

易
裁
判
所
判
事

吉
川

健
治

盛
岡
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
盛
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

盛
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る
（
十
月
三
十
一
日
）

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事

武
宮

英
子

京
都
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

京
都
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る





褒

賞

令和年月日 月曜日 第号官 報

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事

藤

巌

横
須
賀
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

横
須
賀
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す

る
者
に
指
名
す
る

横
浜
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

横
浜
地
方
裁
判
所
横
須
賀
支
部
勤
務
を
命
ず
る

横
浜
地
方
裁
判
所
横
須
賀
支
部
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
横
浜
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

横
浜
家
庭
裁
判
所
横
須
賀
支
部
勤
務
を
命
ず
る

横
浜
家
庭
裁
判
所
横
須
賀
支
部
長
を
命
ず
る

前
橋
家
庭
裁
判
所
判
事
兼
前
橋
地

方
裁
判
所
判
事
・
太
田
簡
易
裁
判

所
判
事

島
村

陽
子

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る
（
以
上
十
一
月
一
日
）

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
・
東
京
簡

易
裁
判
所
判
事

増
田

稔

知
的
財
産
高
等
裁
判
所
長
を
命
ず
る

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
・
大
阪
簡

易
裁
判
所
判
事

長
谷
川
浩
二

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

知
的
財
産
高
等
裁
判
所
勤
務
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宮
崎
地
方
裁
判
所
判
事
兼
宮
崎
家

庭
裁
判
所
判
事
・
宮
崎
簡
易
裁
判

所
判
事

沖
中

康
人

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
家
庭
裁
判
所
判
事
・
大
阪
簡

易
裁
判
所
判
事

久
保
井
恵
子

宮
崎
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宮
崎
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
宮
崎
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宮
崎
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

宮
崎
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宮
崎
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る

者
に
指
名
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
・
大
阪
簡

易
裁
判
所
判
事

高
橋

伸
幸

大
阪
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る
（
以
上
十
一
月
二

日
）

〇
定
年
退
官

簡
易
裁
判
所
判
事
深
田
英
夫
及
び
同
吉
村
寿
人
は
十
月

二
十
九
日
限
り
定
年
退
官

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
本
多
知
成
は
十
一
月
一
日
限

り
本
官
た
る
判
事
が
定
年
退
官
と
な
り
同
時
に
兼
官
た
る

簡
易
裁
判
所
判
事
も
退
官
と
な
る

高
等
裁
判
所
長
官
舘
内
比
佐
志
は
十
一
月
三
日
限
り
定

年
退
官

紺
綬
褒
章

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
十
月
二
十
五
日
、
紺
綬
褒
章
を
授
か
っ
た
者
又
は
贈
与

さ
れ
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

上
山

祐
平

田
中

真
一

久
保

令
子

深
川

和
己

伊
東

映
子

中
出

利
明

鬼
頭

和
也

山
本

清
剛

秦

啓
員

海
津

隆
哉

原
井

基
博

川
嶌

眞
人

中
村

誠
司

馬
場

渉

岡
崎
眞
理
子

五
月
女
哲
平

神
谷

昌
広

西
田

治
義

浅
野

宏
國

陰
地

俊
介

槫
松

清
子

小
川

晶
子

土
井

靖
正

石
原

裕

大
澤

俊
之

河
野

修
一

谷
口

辰
夫

谷
口
由
美
子

末
澤

昇
悟

山
本

昇

射
手

克
己

河
本

清

早
川

祐
太

三
谷

福
美

安
田

泰
司

木
村

憲
一

佐
々
木
正
博

野
村

稔

竹
内

滋
博

近
藤

典
子

宍
倉

光
洋

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紺
綬
褒
章
を
授
け
る
（
各
通
）

大
韓
民
国
人

成

七
龍

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紺
綬
褒
章
を
贈
与
す
る

紺
綬
褒
章
並
び
に
賞
杯

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
十
月
二
十
五
日
、
紺
綬
褒
章
並
び
に
賞
杯
を
授
か
っ
た

者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

鈴
木

徹

鈴
木
仙
太
朗

田
中

愛
子

井
澤

米
子

土
井
美
和
子

山
西

泰
明

秋
野

公
臣

松
井

秀
雄

伏
見

千
代

木
村

肇

新
堀

孝
博

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紺
綬
褒
章
並
び
に
同
第
五
条
に

よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け
る
（
各
通
）

紺
綬
褒
章
飾
版

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
十
月
二
十
五
日
、
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾
版
を
授
か
っ

た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

鳥
羽

博
道

亀
山

敬
司

根
岸

秋
男

松
田

芳
己

松
野

浩

林

正
和

藤
沢

昭
和

藤
田

進

星
野

徳
夫

井
上

信
幸

太
田

昭
吉

葉
田

順
治

林

恭
介

多
田
ト
モ
子

飯
村

愼
一

山
崎

惠

長
谷
川
士
郎

吉
田

正
明

古
賀

信
介

中
嶋

洋

笹
山

周
作

田
中

善
信

土
田

隆

紀
田

貢

井
上

桂
子

山
田

晃
久

梅
村

孝
雄

野
原

祐
樹

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
を
授
け
る
（
各
通
）

馬
渕

隆
一

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
二
個
を
授
け
る

四
方

祥
樹

田
中

康
生

荒
井

正
昭

佐
々
木
啓
氏

戸
田

成
郎

褒
章
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
を
授
け
る
（
各
通
）

紺
綬
褒
章
飾
版
並
び
に
賞
杯

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
十
月
二
十
五
日
、
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾
版
並
び
に
賞

杯
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

王

厚
龍

前
川

貴
行

栗
山

茂
朗

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
並
び
に
同
第
五
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け

る
（
各
通
）

船
津

明
子

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
二
個
並
び
に
同
第
五
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
二
個
を

授
け
る

水
野

弘
道

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
三
個
並
び
に
同
第
五
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け

る

韓

昌
祐

褒
章
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
並
び
に
同
第
五
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け

る褒
状公

益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
十
月
二
十
五
日
、
褒
状
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

株
式
会
社
近
代
建
築
社

リ
ソ
テ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
ｓ
ｍ
ａ
ｒ
ｔ

株
式
会
社
メ
ニ
コ
ン

都
市
ク
リ
エ
イ
ト
株
式
会
社

株
式
会
社
松
田
養
鶏
場

岡
山
グ
ロ
ー
イ
ン
グ
フ
ァ
ー
ム
株
式
会
社

株
式
会
社
松
原
組

ワ
ケ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

冨
士
ベ
ー
ク
ラ
イ
ト
株
式
会
社

シ
ィ
ー
ド
建
設
株
式
会
社

株
式
会
社
ア
イ
グ
ラ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

株
式
会
社
ベ
ガ
ス
ベ
ガ
ス

株
式
会
社
ニ
チ
リ
ン

株
式
会
社Ｊ

’
ｓ
Ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ

株
式
会
社
大
東
銀
行

Ｇ
Ｌ
Ｐ
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ズ
株
式
会
社

株
式
会
社
丸
杉

株
式
会
社
日
本
投
資
事
業
団

ア
ァ
ル
ピ
ィ
東
プ
ラ
株
式
会
社

イ
ー
グ
ル
工
業
株
式
会
社

株
式
会
社
富
士
メ
ガ
ネ

シ
ー
エ
ム
エ
ス
シ
ー
イ
ン
コ
ー
ポ
レ
イ
テ
ィ
ッ
ド

ノ
マ
ド
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

源
清
田
商
事
株
式
会
社

株
式
会
社
新
澤
醸
造
店

オ
ー
ク
ラ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

大
和
財
託
株
式
会
社

合
同
会
社
Ｓ
ｅ
ｔ
ｏ
ｌ
ａ
ｂ
ｏ

株
式
会
社
ゴ
ー
ル
ド
フ
ァ
ス
テ
ー
ト

株
式
会
社
村
上
農
園

株
式
会
社
ハ
ー
ブ
健
康
本
舗

一
般
財
団
法
人
脳
神
経
疾
患
研
究
所

東
京
都
民
共
済
生
活
協
同
組
合

株
式
会
社
小
寺
鉄
工
所

大
山
株
式
会
社

デ
ビ
ス
株
式
会
社

ジ
ー
・
オ
ー
・
ピ
ー
株
式
会
社

株
式
会
社
森
崎
建
設
工
業

株
式
会
社
オ
カ
モ
ト

株
式
会
社
八
光

信
金
中
央
金
庫

株
式
会
社
阪
神
マ
テ
リ
ア
ル

正
栄
汽
船
株
式
会
社

日
鮮
海
運
株
式
会
社

瀬
野
汽
船
株
式
会
社

株
式
会
社
ワ
イ
・
ジ
ー
・
ケ
ー

山
田
電
器
工
業
株
式
会
社

株
式
会
社
プ
ロ
ト
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

愛
媛
海
運
株
式
会
社

Ｂ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｃ
株
式
会
社





官

庁

報

告
皇
室
事
項

公

告

令和年月日 月曜日 第号官 報

株
式
会
社
フ
ァ
ク
テ
ム

西
つ
が
る
風
力
発
電
株
式
会
社

東
武
環
境
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

眞
鍋
造
機
株
式
会
社

潮
冷
熱
株
式
会
社

日
本
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社

褒
章
条
例
第
二
条
に
よ
り
褒
状
を
授
け
る
（
各
通
）

追
賞
褒
状

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
十
月
二
十
五
日
、
褒
状
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

故
茂
原
荘
一
遺
族

茂
原
美
代
子

故
庵
谷
芳
子
遺
族

宮
澤

典
子

故
駒
田
都
遺
族

駒
田

則
一

褒
章
条
例
第
六
条
に
よ
り
褒
状
を
授
け
る
（
各
通
）

追
賞
賜
杯

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
十
月
二
十
五
日
、
賞
杯
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

故
小
野
修
一
遺
族

小
野

剛

褒
章
条
例
第
六
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け
る

認
証
官
任
命
式

十
一
月
五
日
午
後
七
時
三
十
五
分
、
宮
中
に
お
い
て
、

特
命
全
権
大
使
森
美
樹
夫
、
同
笠
原
謙
一
、同
横
田
賢
司
、

同
齊
藤
純
、
同
三
上
明
輝
、
同
田
島
浩
志
、
同
清
水
享
、

同
野
口
泰
、
同
内
田
浩
行
及
び
高
等
裁
判
所
長
官
伊
藤
雅

人
の
認
証
官
任
命
式
が
行
わ
れ
た
。

官

庁

事

項

東
北
地
方
整
備
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

四
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

岩
手
県
二
戸
郡
一
戸
町
中
山
字
西
火
行
二
七
番
一
〇
か
ら
同
町
中
山
字
西
火
行
二
七
番
一

ま
で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
一
月
十
日

図

面

縦

覧

場

所

東
北
地
方
整
備
局
及
び
同
局
岩
手
河
川
国
道
事
務
所

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

百
八
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

大
崎
市
古
川
稲
葉
四
丁
目
三
七
七
番
一
か
ら
同
市
古
川
稲
葉
字
角
田
八
番
ま
で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
一
月
十
日

図

面

縦

覧

場

所

東
北
地
方
整
備
局
及
び
同
局
仙
台
河
川
国
道
事
務
所

諸

事

項

相
続
財
産
清
算
人
の
選
任
及
び
相

続
権
主
張
の
催
告





令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報





令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報





令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報

失踪宣告取消

除 権 決 定

破産手続開始





令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報 書面による計算報告

免責許可申立てに関する意見
申述期間

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報 小規模個人再生による再生計

画認可






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
月
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
手続開始






令和年月日 月曜日 第号官 報
給
与
所
得
者
等
再
生
に
よ
る
再
生

計
画
認
可

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
漁
業
協
同
組
合
の
甲
、
乙
は
対
等
の
立
場
で
合
併

し
て
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
一
切
を
承
継
し
て
存
続
し
乙

は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
い
た
し
ま

す
。合

併
の
効
力
発
生
日
は
い
ず
れ
も
令
和
八
年
一
月
五
日

で
あ
り
、
令
和
七
年
十
月
二
十
五
日
開
催
の
甲
及
び
乙
の

総
会
に
お
い
て
承
認
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
い
て
あ
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

秋
田
県
湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
桑
沢
一
八
番
地
三

（
甲
）
役
内
・
雄
物
川
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

菊
地

勇

秋
田
県
横
手
市
雄
物
川
町
薄
井
字
小
出
二
七
五
番

地
一

（
乙
）
県
南
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

佐
藤

政
彦

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

掲
載
頁

一
三
五
頁
（
号
外
第
一
四
四
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
一
〇
番
一
一
号
原

宿
ソ
フ
ィ
ア
ビ
ル
四
階

（
甲
）
株
式
会
社
ｖ
ｉ
ｓ
ｕ
ｍ
ｏ

代
表
取
締
役

井
上

純

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
一
五
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
Ｃ
ｏ

代
表
取
締
役

高
橋

直
樹

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
十
日

掲
載
頁

一
〇
八
頁
（
号
外
第
一
七
四
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
十
日

掲
載
頁

一
〇
八
頁
（
号
外
第
一
七
四
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
七
番
八
号

（
甲
）
株
式
会
社
プ
ロ
ゴ
ス

代
表
取
締
役

坪
内

俊
一

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
七
番
八
号

（
乙
）
株
式
会
社
レ
ア
ジ
ョ
ブ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ

代
表
取
締
役

山
田

浩
和

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
権
利
義

務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
及
び
丁
は
解
散
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

掲
載
頁

一
一
二
頁
（
号
外
第
一
九
六
号
）

（
丙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

掲
載
頁

一
一
二
頁
（
号
外
第
一
九
六
号
）

（
丁
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

掲
載
頁

一
一
一
頁
（
号
外
第
一
九
六
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
三
番
五
号

（
甲
）
ポ
ラ
リ
ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式

会
社

代
表
取
締
役

田
口

洋
平

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
三
番
五
号

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ィ
ー
ノ
ホ
テ
ル
ズ

代
表
取
締
役

高
倉

茂

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
三
番
五
号

（
丙
）
株
式
会
社
コ
コ
ホ
テ
ル
ズ

代
表
取
締
役

川

高
寛

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
五
五
五
番
一

（
丁
）
株
式
会
社
バ
リ
ュ
ー
・
ザ
・
ホ
テ
ル

代
表
取
締
役

川

高
寛

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

掲
載
頁

四
十
九
頁
（
号
外
第
六
十
五
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
一
丁
目
二
一
番

一
九
号

（
甲
）
ラ
ク
オ
リ
ア
創
薬
株
式
会
社

代
表
取
締
役

須
藤

正
樹

東
京
都
新
宿
区
北
新
宿
一
丁
目
一
二
番
一
二
号

（
乙
）
テ
ム
リ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

須
藤

正
樹

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
七
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
五
十
三
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

大
阪
市
中
央
区
淡
路
町
一
丁
目
六
番
一
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
イ
ト
ー
キ

代
表
取
締
役

湊

宏
司

千
葉
県
野
田
市
尾
崎
二
二
八
八
番
地

（
乙
）
伊
藤
喜
オ
ー
ル
ス
チ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
田

勝
也

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
七
日

掲
載
頁

七
十
一
頁
（
号
外
第
二
二
四
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
七
日

掲
載
頁

七
十
一
頁
（
号
外
第
二
二
四
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

三
重
県
四
日
市
市
相
生
町
一
番
一
号

（
甲
）
大
宗
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
野

行

三
重
県
四
日
市
市
大
治
田
三
丁
目
三
番
二
三
号

（
乙
）
大
宗
建
築
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
野

行





令和年月日 月曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
甲
及
び

乙
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
九
月
十
七
日
に

終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.m
a
ru
k
a
.co
.jp
/ir/p
u
b
licn
o
tice

（
乙
）h

ttp
s://g -n

et.co
.jp
/e -p
u
b
lic -n

o
tice

令
和
七
年
十
一
月
十
日

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
新
町
二
丁
目
二
番
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
マ
ル
カ

代
表
取
締
役

飯
田

邦
彦

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
新
町
一
丁
目
二
番
一
〇
号

（
乙
）
株
式
会
社
ジ
ー
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役

古
里

龍
平

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
八
日

掲
載
頁

七
十
二
頁
（
号
外
第
五
十
四
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
一
月
九
日

掲
載
頁

四
十
四
頁
（
号
外
第
四
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

広
島
県
安
芸
郡
府
中
町
新
地
一
番
一
四
号

（
甲
）
デ
ル
タ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
田

健

広
島
県
安
芸
郡
府
中
町
新
地
一
番
一
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
デ
ル
タ
・
イ
ー
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

土
居

利
隆

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
乙
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
オ
ム
ロ
ン
ヘ
ル
ス

ケ
ア
株
式
会
社
（
甲
、
住
所
京
都
府
向
日
市
寺
戸
町
九
ノ

坪
五
三
番
地
）
に
対
し
て
当
社
のH

ea
rtn
o
te

®
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
当
社
は

会
社
法
第
七
八
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認

決
議
は
経
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日

掲
載
頁

一
五
四
頁
（
号
外
第
一
三
九
号
）

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
二
号

Ｊ
Ｓ
Ｒ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀

哲
朗

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）は
、吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
コ
ー
セ
ー

（
乙
、
住
所
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
六
番
二
号
）

が
営
む
一
切
の
事
業
（
但
し
、
乙
が
株
式
を
保
有
す
る
会

社
の
事
業
活
動
に
対
す
る
支
配
又
は
管
理
及
び
グ
ル
ー
プ

運
営
に
関
す
る
事
業
を
除
き
ま
す
。）に
関
す
る
権
利
義
務

を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
六
番
二
号

株
式
会
社
コ
ー
セ
ー
分
割
準
備
会
社

代
表
取
締
役
社
長

小
林

一
俊

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
建
設
機
械
事
業

に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
両
社

の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
に

予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.m
a
ru
k
a
.co
.jp
/ir/p
u
b
licn
o
tice

令
和
七
年
十
一
月
十
日

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
新
町
一
丁
目
二
番
一
〇
号

（
甲
）
株
式
会
社
マ
ル
カ
建
機

代
表
取
締
役

飯
田

邦
彦

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
新
町
二
丁
目
二
番
五
号

（
乙
）
株
式
会
社
マ
ル
カ

代
表
取
締
役

飯
田

邦
彦

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
Ｎ
ｅ
ｏ

Ｉ
ｎ

ｎ
ｏ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
株
式
会
社
（
住
所
京
都
府
宇
治
市
槇

島
町
吹
前
一
七
番
三
）
に
対
し
て
当
社
の
不
動
産
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。当

社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
十
月
二
十

三
日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
二
日

掲
載
頁

八
十
七
頁
（
号
外
第
二
〇
六
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

京
都
府
宇
治
市
槇
島
町
吹
前
一
七
番
一

株
式
会
社
テ
ィ
・
ア
イ
・
シ
ー

代
表
取
締
役

高
橋

慶

組
織
変
更
公
告

当
農
事
組
合
法
人
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
開
催
の

総
会
の
決
議
に
よ
り
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対

照
表
は
、
主
た
る
事
務
所
に
備
え
お
い
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

北
海
道
苫
前
郡
初
山
別
村
字
明
里
九
七
七
番
地

農
事
組
合
法
人
長
谷
川
農
場

代
表
理
事

長
谷
川
澄
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

千
葉
県
木
更
津
市
羽
鳥
野
五
丁
目
一
一
番
地
九

ガ
ル
ソ
フ
ト
合
同
会
社

代
表
社
員

鈴
木

哲
正

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

千
葉
県
習
志
野
市
藤
崎
三
丁
目
二
番
二
号

合
資
会
社
田
丸
屋
商
店

代
表
社
員

田
久
保
征
男

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
新
宿
区
早
稲
田
町
六
七
番
地
リ
ヴ
ィ
ラ
ー

ジ
ュ
二
〇
一
号
室

Ｒ
Ｋ
合
同
会
社

代
表
社
員

林

剣
鋒

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
江
東
区
門
前
仲
町
一

一
三

一
二

六

〇
五

合
同
会
社
き
ゅ
ー
と
れ

代
表
社
員

入
江
あ
ゆ
み

組
織
変
更
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
三
日
開
催
の
臨
時
総

会
の
決
議
に
よ
り
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
は
、
当
組
合
の
主
た
る
事
務
所
に
備

え
置
い
て
あ
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

長
野
県
駒
ケ
根
市
下
平
二
九
三
四
番
地
二
六
〇

農
事
組
合
法
人
大
盛
堂
生
産
農
場

理
事

大
沼

芳
生





令和年月日 月曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

京
都
市
東
山
区
松
原
通
大
和
大
路
東
入
弓
矢
町
四

八
番
四
九
番
合
地
ラ
フ
ィ
ー
ネ
五
〇
一

合
同
会
社
ラ
フ
ィ
ー
ネ

代
表
社
員

佐
々
木
篤
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
い
た
し
ま
す
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
総
合
と
し

ま
す
。効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
で
あ
り
、

当
社
の
総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
七
年
九
月
二
十
五

日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

大
阪
市
東
住
吉
区
湯
里
二
丁
目
一
八
番
七
号

合
同
会
社
ジ
ャ
パ
ン
総
合

代
表
社
員

廣
岡

由
馬

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

大
阪
市
北
区
梅
田
二
丁
目
五
番
一
三
号
桜
橋
第
一

ビ
ル
三
〇
四
号

バ
ー
サ
タ
イ
ル
合
同
会
社

代
表
社
員

森
山

義
彦

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

徳
島
県
三
好
市
三
野
町
太
刀
野
七
番
地

合
資
会
社
山
口
組

代
表
社
員

家
村

淑
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
八
千
二
百
九
十
九
万
九

千
百
六
十
円
減
少
し
、
減
少
す
る
資
本
金
の
額
全
額
を
資

本
準
備
金
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
令
和
七
年

十
二
月
十
日
ま
で
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://a
ira
to
.jp

令
和
七
年
十
一
月
十
日

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
字
青
葉
四
六
八
番
地
の
一
東

北
大
学
マ
テ
リ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン

タ
ー
青
葉
山
ガ
レ
ー
ジ
内

ア
イ
ラ
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

角
谷

倫
之

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
六
百
五
十
万
円
減
少
し

二
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
で
あ
り
、

株
主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
十
月
二
十
九
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

掲
載
頁

一
三
一
頁
（
号
外
第
一
九
六
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
毛
呂
本
郷
六
七
一

番
地
二

株
式
会
社
エ
ス
・
エ
ム
・
ユ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

代
表
取
締
役

中
井
川

幹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
十
五
億
二
千
七
百
三
十
一

万
三
千
六
百
五
十
円
減
少
し
十
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
十
六
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
十
一
月
十
日
に
予
定
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
四
丁
目
三
番
地

富
士
興
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

川
崎

靖
弘

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

掲
載
頁

七
十
五
頁
（
号
外
第
七
十
二
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
港
区
台
場
二
丁
目
三
番
三
号

株
式
会
社
ア
ー
ル
プ
ラ
ス
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

大
竹

篤

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
百
万
円
減
少
し
九
百
万

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
九
日

掲
載
頁

五
十
八
頁
（
号
外
第
二
四
〇
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
杉
並
区
成
田
東
四
丁
目
三
六
番
二
一
号

株
式
会
社
芝
萬

代
表
取
締
役

黒
沼

良
成

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
四
九
九
五
万
六
二
〇
九

円
減
少
し
て
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
に
終
了
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

掲
載
頁

九
十
一
頁
（
号
外
第
七
十
二
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
紺
屋
町
一
五
番
地
グ
ラ
ン

フ
ァ
ー
ス
ト
神
田
紺
屋
町
三
Ｆ

株
式
会
社
フ
ェ
ズ

代
表
取
締
役

赤
尾

雄
司

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
東
久
留
米
市
下
里
六
丁
目
五
番
一
七
号

有
限
会
社
小
松
建
具
店

代
表
取
締
役

松
本

淳

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
九
千
百
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
二
三
九
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

愛
知
県
豊
明
市
栄
町
梶
田
九
七
番
地
四

株
式
会
社
プ
ラ
ワ
ン

代
表
取
締
役

角
谷

広
高

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
五
千
二
百
万
円
か
ら
二

億
五
千
二
百
万
円
減
少
し
、
ま
た
、
令
和
七
年
十
一
月
一

日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
三
十
日
ま
で
を
払
込
期
間
又
は

払
込
期
日
と
す
る
当
社
普
通
株
式
の
発
行
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
資
本
金
の
額
を
当
該
普
通
株
式
発
行
に
よ
り
増
加

す
る
資
本
金
の
額
と
同
額
分
減
少
し
、
令
和
七
年
十
二
月

三
十
一
日
付
で
資
本
金
の
額
を
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
が
、
期
中
に
増
資
を
行
い
、
現
在
の
資
本
金
の
額

は
三
億
五
千
二
百
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
八
日

掲
載
頁

一
一
一
頁
（
号
外
第
一
八
一
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

京
都
府
相
楽
郡
精
華
町
光
台
一

七
け
い
は
ん
な

プ
ラ
ザ
ラ
ボ
棟
七
階Ｂ

ｉ
ｏ
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

坂
本

孝
治





令和年月日 月曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
億
三
千
万
円
減
少
し
一
億

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
一
月
六
日
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
一
日

掲
載
頁

一
〇
三
頁
（
号
外
第
一
二
九
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

大
阪
市
中
央
区
道
修
町
三
丁
目
二
番
一
〇
号

田
辺
三
菱
製
薬
工
場
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

町
田

佳
男

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
七
億
三
千
百
二
十
八
万

九
千
百
十
四
円
減
少
し
、
全
額
を
そ
の
他
資
本
剰
余
金
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

秋
田
県
に
か
ほ
市
院
内
字
上
杉
山
四
二
番
地
一

株
式
会
社
Ｈ
ｉ
ｒ
ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

石
橋

寛
子

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
六
億
二
千
五
百
九
十
二

万
八
千
百
四
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
九
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
二
四
〇
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
日

横
浜
市
中
区
翁
町
一
丁
目
四
番
一
号

株
式
会
社
ア
ル
テ
ジ
ェ
ネ
シ
ス

代
表
取
締
役

吉
村

栄
義

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
億
九
千
九
十
七
万
七
千
八

百
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
七
億
九
千
六
百
九
十
八
万
二

百
十
七
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
で
あ
り
、

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
に
予
定

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
一
番
二
号

ニ
ュ
ー
ラ
ル
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

重
松

路
威

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
億
千
三
百
万
円
減
少
し
、

減
少
額
全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。
ま
た
、
当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
九
千
七

百
四
十
七
万
四
百
四
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://k
essa
n
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令
和
七
年
十
一
月
十
日

福
岡
県
久
留
米
市
百
年
公
園
一
番
一
号

株
式
会
社
フ
ェ
リ
ク
ス

代
表
取
締
役

國
信
健
一
郎

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
を
基
準
日
と
定

め
、
同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
又
は
登
録
株
式
質

権
者
を
も
っ
て
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利
者
と
定

め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
一
九
番
一
九
号

株
式
会
社
Ａ
Ｘ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
Ｄ

代
表
取
締
役
社
長

森
本

茂
幸

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
を
基
準
日
と
定

め
、
同
日
十
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
二
十
株
を
一
千
株
と
す
る
株
式
分
割

に
よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
八
王
子
市
館
町
一
二
七
三
番
地
三

株
式
会
社
Ｋ
Ｅ
Ｅ
Ｐ

Ｏ
Ｎ

代
表
取
締
役

井
上

純
一

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
を
基
準
日
と
定

め
、
同
日
午
前
零
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ

て
、
そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割

に
よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
一
丁
目
四
番
二
号
紀
伊

國
屋
ビ
ル
四
階

株
式
会
社
Ｆ
Ｔ
Ｗ

Ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ｍ

ｅ
ｎ
ｔ

代
表
取
締
役

林

宣
多

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
二
一
番
一
号
Ｓ
Ｈ

Ｉ
Ｂ
Ｕ
Ｙ
Ａ
・
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ａ
三
Ｆ

カ
リ
ブ
レ
イ
ト
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ェ
ッ
ツ
エ
ル

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
葛
飾
区
西
新
小
岩
四
丁
目
三
五
番
二
一
号

株
式
会
社
関
口
本
社

代
表
取
締
役

関
口

晃
市

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

名
古
屋
市
東
区
代
官
町
三
九
番
二
二
号

太
洋
商
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

朝
岡

せ
ん

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

兵
庫
県
宝
塚
市
川
面
字
長
尾
山
一
五
番
地
の
三
二
九

関
西
砕
石
株
式
会
社

代
表
取
締
役

溝
上
香
奈
恵

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
チ
ュ

ア
・
チ
ュ
ン
・
ウ
ィ
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ

る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

千
葉
県
白
井
市
桜
台
四
丁
目
七
番
一
二
号

Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｚ
Ｙ
Ａ

Ｐ
Ｔ
Ｅ
．
Ｌ
Ｔ
Ｄ
．

日
本
に
お
け
る
代
表
者

チ
ュ
ア
・
チ
ュ
ン
・
ウ
ィ





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
〇

改
正
後
欄

終
り
か
ら

七
〜
五



令
第
百
三
十
七
条

の
二
の
三
の
規
定

が

〃

改
正
前
欄

〃五
〜
三

第
百
三
十
七
条

の
二
の
三
の
規

定
が

（
原
稿
誤
り
）

九
四
二
〇
〜
二
一町

上
津
役
２
丁
目

２
番
13号
、

町
上
津
役
東
２
丁

目
２
番
13号
、

令和年月日 月曜日 第号官 報
吸
収
信
託
分
割
の
公
告

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行
（
受
託
者
）
は
、
左
記

の
と
お
り
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
付
で
左
記
一
の
分

割
信
託
及
び
承
継
信
託
に
つ
き
吸
収
信
託
分
割
を
行
い
ま

す
の
で
、
公
告
し
ま
す
。

こ
の
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
日
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

一
、
分
割
信
託
及
び
承
継
信
託
の
特
定

（
一
）
分
割
信
託

ア

信
託
の
当
事
者

委
託
者
兼
受
益
者
一

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
二
号

住
友
商
事
株
式
会
社

委
託
者
兼
受
益
者
二

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

Ｓ
Ｍ
Ｆ
Ｌ
み
ら
い
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社

受
託
者

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行

イ

信
託
の
年
月
日
及
び
契
約
名
称

令
和
四
年
七
月
一
日
付
不
動
産
管
理
処
分
信
託

契
約
書

受
益
権
譲
渡
制
限
付
（
テ
ル
ウ
ェ
ル

代
々
木
ビ
ル
）（
そ
の
後
の
変
更
を
含
む
。）

（
二
）
承
継
信
託

ア

信
託
の
当
事
者

委
託
者
兼
受
益
者
一

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
二
号

住
友
商
事
株
式
会
社

委
託
者
兼
受
益
者
二

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

Ｓ
Ｍ
Ｆ
Ｌ
み
ら
い
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社

受
託
者

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行

イ

信
託
の
年
月
日
及
び
契
約
名
称

令
和
四
年
七
月
一
日
付
不
動
産
管
理
処
分
信
託

契
約
書

受
益
権
譲
渡
制
限
付
（
新
宿
明
治
通
り

ビ
ル
底
地
）（
そ
の
後
の
変
更
を
含
む
。）

二
、
右
記
一
の
分
割
信
託
及
び
承
継
信
託
に
お
い
て
作
成

さ
れ
た
財
産
状
況
開
示
資
料
等

右
記
一
の
分
割
信
託
及
び
承
継
信
託
に
つ
い
て
の
、

信
託
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
法
務
省
令
第
四
十
一

号
）
第
十
五
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
左
記
連
絡
先
に
ご
照
会
下
さ
い
。

三
、
分
割
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
の
右
記
一
の
分
割
信

託
及
び
承
継
信
託
の
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
履
行

の
見
込
み

い
ず
れ
も
履
行
の
見
込
み
が
あ
る
も
の
と
判
断
し
て

お
り
ま
す
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
連
絡
先
に
ご

照
会
下
さ
い
。

四
、
連
絡
先

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行

電
話
番
号

〇
三

六
八
五
四

五
七
五
七

令
和
七
年
十
一
月
十
日

受
託
者

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行

代
表
取
締
役

萩
原
攻
太
郎

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
八
千
三
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

Ｕ
ｎ
ａ
ｇ
ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

栗
本

佳
宜

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
七
千
三
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/v

d
u
n
fe56

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

Ｋ
ｕ
ｊ
ｉ
ｒ
ａ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

栗
本

佳
宜

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
千
八
十
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/fw

z4eza
q

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

Ｍ
Ａ
Ｄ
Ａ
Ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

栗
本

佳
宜

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
千
五
百
六
十
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/zw

9ja
x
u
b

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

栗
本

佳
宜

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
千
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

Ｎ
Ｒ

Ｇ
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

Ｊ
Ｐ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

栗
本

佳
宜

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
七

年
九
月
三
十
日
付
官
報
（
号
外
第
二
一
九
号
）
一
三
四
頁

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

ド
ル
フ
ィ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
八
千
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
付
官
報
の
号
外
第
六

十
九
号
七
十
九
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

Ｌ
Ａ
Ｖ
ジ
ャ
パ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
六
日
（
号
外
第
一
二
五
号
）
掲
載
の
第

六
十
三
期
決
算
公
告
（
枠
組
）中
、「（う

ち
当
期
純
損
失

）」

と
あ
る
は
「（う

ち
当
期
純
利
益

）」の
誤
り
に
つ
き
訂
正

し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
西
橋
本
五
丁
目
四
番
三

〇
号

サ
ン
マ
ル
コ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

金
子

真
一

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
月
十
五
日
（
号
外
第
二
二
九
号
）
掲
載
の

宅
地
建
物
取
引
業
者
営
業
保
証
金
取
り
も
ど
し
公
告
中
、

の
「大

阪
府
大
阪
市
北
区
西
天
満
四
丁
目
10番
19号
Ｏ

Ｐ
Ｓ
西
天
満
ビ
ル
５
階

株
式
会
社
エ
ス
・
ア
ー
ル
・

ビ
ー
代
表
取
締
役

田
錬
太
郎

」
と
あ
る
は
「大

阪
府
大
阪
市
北
区
西
天
満
二
丁
目
６
番
８
号
堂
島
ビ
ル
ヂ
ン

グ
９
階
Ｙ
Ｓ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
代
表
取

締
役

田
誠
二
郎

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

大
阪
府
大
阪
市
北
区
西
天
満
二
丁
目
六
番
八
号

堂
島
ビ
ル
ヂ
ン
グ
九
階

Ｙ
Ｓ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
誠
二
郎

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
（
号
外
第
二
百
三
十
九
号
）

公
布
国
土
交
通
省
令
第
百
五
号
（
建
築
基
準
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
十
月
十
五
日
掲
載
の
福
岡
家
庭
裁
判
所
小
倉

支
部
に
係
る
令
和
七
年
（
家
）
第
九
一
七
一
号
相
続
財
産

清
算
人
の
選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
一
月
四
日
（
号
外
第
二
四
三
号
）
掲
載
の

株
式
会
社
ブ
シ
ロ
ー
ド
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
係
る
第
十
一

期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「利

益
準
備
金
1
6
9
,5
0
0

」
と

あ
る
は
「資

本
準
備
金
1
6
9
,5
0
0

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正

し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
日

扱

店


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